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南陽市農業委員会委員総会会議録 

 

南陽市農業委員会会長　髙　橋　善　一　は、南陽市農業委員会委員総会を　

令和４年１１月２５日午後１時３０分南陽市役所議会全員協議会室に招集した。 

 

 

 1.招 集 委 員 １３名
 
 2.出 席 委 員 １３名にしてその氏名は次のとおり
 １番 髙橋　善一 ２番 髙橋　隆 ３番 山岸　誠
 ４番 黒澤　ちよ子 ５番 本間　仁一 ６番 青木　憲一
 ７番 浅野　厚司 ８番 伊藤　圭一 ９番 神尾　篤志
 10番 朝倉　善則 11番 鈴木　正徳 12番 渡沢　寿
 13番 安達　芳紀
 
 3.出席事務局職員 南陽市農業委員会　事務局長補佐　山内　美穂
 同      　　　上  農 地 係 長　嶋貫　信一郎
 
 4.付 議 事 件 日程第 1 会議録署名委員の指名について
 日程第 2 会期の決定について
 日程第 3 諸般の報告について
 日程第 4 報第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知の

報告について
 日程第 5 確第１号 農地法第４条第１項の規定による農地転用

許可制限例外の確認について
 日程第 6 議第３９号 農地法第３条の規定による許可申請に対す

る許可の可否について
 日程第 7 議第４０号 農地転用事業計画変更申請に対する意見決

定について
 日程第 8 議第４１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請

に対する意見決定について
 日程第 9 議第４２号 南陽市農地利用集積計画の策定に係る決定

について
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 5.会 議 の 要 領 

議長（髙橋会長）

（開会：ときに午後１時３０分） 

令和４年１１月１８日付け南農委告示第１３号をもって招集いた

しました、南陽市農業委員会　委員総会を開会いたします。 

ただ今出席されている委員は、１３名全員であります。 

よって、過半数の出席を得ており、会議規則第７条の規定により会

議が成立しますので、ただちに会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程によって進めま

す。 

 議長（髙橋会長） それでは、日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。会議録

署名委員は、会議規則第４０条の規定により 

議長が指名いたします。 

８番 伊藤圭一委員、９番 神尾篤志委員の２名を指名いたします。 

 会議録署名委員 ８番 伊藤　圭一　委員
 ９番 神尾　篤志　委員
 
 議長（髙橋会長） 日程第２「会期の決定について」を議題といたします。 

会期は、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

 ………異議なしの声………

 議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって、本委員会委員総会の会期は、本日 1

日限りと決しました。 

 議長（髙橋会長） 日程第３「諸般の報告について」は、別紙諸般の報告書によってご

了承願います。 

 議長（髙橋会長） 次に、日程第４　報第１６号「農地法第１８条第６項の規定による

通知の報告について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 

 山内事務局長補佐 ただ今上程されました、報第１６号「農地法第１８条第６項の規定

による通知の報告について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第１８条第６項の規定により、本委員会に対し賃貸

借の合意解約が成立した旨の通知が６件ありましたので、ご報告する

ものであります。 

 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐より説明がありましたが、農地係長の補足説

明を求めます。 

 嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、報第１６号について、ご説明申し上げま

す。議案書は１ページになります。 
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 嶋貫農地係長 １番につきましては、賃貸人　▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約　▲▲字▲▲　外１筆　田　合計３，２６２．３

㎡を賃借人の申出により、合意解約するものです。 
２番につきましては、賃貸人　お亡くなりになった▲▲の■■■■

さんの相続人の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃貸借契約　

▲▲字▲▲　外３筆　田　合計８，８４７㎡を賃借人の申し出によ

り、合意解約するものです。 
３番につきましては、賃貸人　お亡くなりになった▲▲の■■■■

さんの相続人の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃貸借契約　

▲▲字▲▲　外１筆　田　合計２，０３５㎡を賃借人の申し出によ

り、合意解約するものです。 
４番につきましては、賃貸人　お亡くなりになった▲▲の■■■■

さんの相続人の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの賃貸借契約　

▲▲字▲▲　外２筆　田　合計４，３０４㎡を賃借人の申し出によ

り、合意解約するものです。 
５番につきましては、賃貸人　▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約　▲▲字▲▲　外１筆　田　合計１１４㎡を賃

借人の申出により、合意解約するものです。 
６番につきましては、賃貸人　▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■

■さんの賃貸借契約　▲▲字▲▲　外６筆　田　合計３，０５８㎡を

賃借人の申出により、合意解約するものです。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） ただ今の報告に対して質疑ございませんか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声が有りますので、報第１６号は了承いただいたものと認

めます。 

 議長（髙橋会長） 次に、日程第５　確第１号「農地法第４条第１項の規定による農地

転用許可制限例外の確認について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 

 山内事務局長補佐 　ただ今上程されました、確第１号「農地法第４条第１項の規定によ

る農地転用許可制限例外の確認について」の提案理由を申し上げま

す。 

　本案は、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用許可制限

例外の確認について、１件の願出がありましたので提案するものであ

ります。ご審査のうえ確認くださるようお願い申し上げます。 

 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐より説明がありましたが、農地係長の補足説

明を求めます。 

 嶋貫農地係長 　ただ今、提案されました、確第１号について、ご説明申し上げます。 

議案書は２ページになります。 
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 嶋貫農地係長 農地法４条例外は、２００㎡未満の農業施設については、転用の許

可を要しない規定となっております。転用許可は必要ありませんが、

届出書を提出いただき、面積と場所の確認を行うものです。 
１番につきましては、▲▲の■■■■さんが、▲▲字▲▲の一部　

田　３７９㎡のうち一部の２６．１㎡を農業用プレハブ小屋を設置す

るため願出があったものです。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） ここで、現地調査について、２番 髙橋隆委員より、報告をお願い

します。 

 ２番 
（髙橋隆委員）

 １１月１７日に、私と山岸誠委員、安部事務局長、嶋貫農地係長の

４名で、４条例外１件の調査を行ってまいりました。この案件につい

て申請通りであったことをご報告申し上げます。 

 議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入ります。 
　本案件について、質疑、意見を求めます。 
質疑、意見はございませんか。 

 １３番 
（安達芳紀委員）

農業用のプレハブ小屋ということなんですけども、ただ置くだけな

んですよね。下に砂利を敷いたりとかそういうことでもなく、コンテ

ナのようなプレハブをただ置くだけなのかどうか教えてください。 

 嶋貫農地係長 現地調査の時点では整地されていました。砂利まで敷くかどうかは

確認しておりませんが、可動式のプレハブを置くという計画のようで

す。周辺で似たようなプレハブを置いている方が同じ手続きをとって

らっしゃったので、違反転用ではないこと明確にする意味も込めて、

届出があったものです。 

 １３番 
（安達芳紀委員）

分かりました。

 議長（髙橋会長） そのほかに質疑、意見はございますか。

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 

お諮りいたします、ただいまの案件について、願出のとおり確認す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 願出のとおり確認することが妥当と認める委員が全員と認めます。

よって、本案については、願出のとおり確認することに決しました。 
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 議長（髙橋会長） 次に、日程第６　議第３９号「農地法第３条の規定による許可申請

に対する許可の可否について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 

 山内事務局長補佐 ただ今上程されました、議第３９号「農地法第３条の規定による許

可申請に対する許可の可否について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法第３条の規定により、本委員会に対し所有権移転２

件の許可申請がありましたので提案するものであります。 

農地法第３条第２項各号の規定に基づきご審議のうえ、許可の可否

を決定くださるようお願い申し上げます。 

 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐から提案理由の説明がありましたが、農地係

長の補足説明を求めます。 

 嶋貫農地係長 ただ今、提案されました、議第３９号について、ご説明申し上げま

す。議案書は３ページになります。 

所有権移転の申請となります。 
１番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの

申請で、▲▲字▲▲　外６筆　畑　合計４，４０７㎡を所有権移転し

たい旨の申出があったものです。 
２番につきましては、▲▲の■■■■さんと▲▲の■■■■さんの

申請で、▲▲字▲▲　畑　２９０㎡を所有権移転したい旨の申出があ

ったものです。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） ここで、現地調査について、担当委員より報告をお願いします。 

はじめに、議第３９号　１番の現地調査について、３番 山岸誠委

員より、報告をお願いします。 

 ３番 

（山岸誠委員）

　１１月２４日に現地確認をしてまいりました。申請地は全てが耕作

され、周辺農地への影響はないことを確認いたしました。 

 議長（髙橋会長） 次に、２番の現地調査について、７番 浅野厚司委員より、報告をお

願いします。 

 ７番 
（浅野厚司委員）

　本日確認してまいりました。申請地は今までサクランボが植えてあ

ったのかサクランボを剪定した後の木がまとめて置いてあって、まも

なく片付けるような状況で、綺麗に管理されていました。中の方も管

理されており、周辺農地に影響がないことを確認してまいりました。 

 議長（髙橋会長） お諮りいたします。 

これより審議に入りますが、一括して審議することにご異議ござい

ませんか。 

 ………異議なしの声………
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 議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 
それでは、一括して審議いたします。 
本案件について、質疑、意見を求めます。 

　質疑、意見はございませんか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

本案件について表決いたします。 

お諮りいたします。ただいまの案件について、申請のとおり許可す

ることが妥当と認める委員は、挙手をお願いいたします。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 

よって、本案件については、申請のとおり許可することに決しまし

た。 

 議長（髙橋会長） 次に、日程第７　議第４０号「農地転用事業計画変更申請に対する

意見決定について」を上程いたします。 

提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 

 山内事務局長補佐 ただ今上程されました、議第４０号「農地転用事業計画変更申請に

対する意見決定について」の提案理由を申し上げます。 

本案は、農地法に基づく農地転用許可を受けた農地について、事業

計画を変更したい旨の申請が１件ありましたので提案するものであ

ります。 

農地法関係事務処理要領に基づいてご審議のうえ、意見を決定くだ

さるようお願い申し上げます。 

 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐から提案理由の説明がありましたが、農地係

長の補足説明を求めます。 

 嶋貫農地係長 ただ今、提案されました議第４０号について、ご説明いたします。

議案書は４ページになります。 
１番につきましては、昭和４５年６月２６日に４条で転用許可にな

りました件の事業計画変更になります。 
当初計画者は、畜舎・飼料タンクを建築するため、農地法第 4 条第

1 項の規定により、転用許可を受けました。継承者が経営を引き継ぎ、

平成 12 年まで畜産業を営んでいましたが、廃業により、畜舎を解体

したものです。 
このたび、継承者である土地所有者が、申請地を農地として利用す

るため、事業計画の変更を申請するものです。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） ここで、議第４０号の現地調査について、２番 髙橋隆委員より、

報告をお願いします。 
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 ２番 

(髙橋隆委員)

１１月１７日に、私と山岸誠委員、安部事務局長、嶋貫農地係長の

４名で、転用事業変更１件の現地調査を行ってまいりました。この案

件について、申請通り農地として利用できる状況であったことを確認

してまいりました。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） これより、本案件について、審議に入ります。 

質疑、意見を求めます。 

質疑、意見はございませんか。 

 ７番 
（浅野厚司委員）

　面積なんですが、当初計画と変更では異なりますが何か理由がある

のでしょうか。 

 嶋貫農地係長 当初 626 ㎡で転用許可を受けたときに、ちょうど市道に隣接する農

地でして、土地の買収が少しあったようです。その分を分筆して現在

の登記簿の面積は 619 ㎡になっています。 

 議長（髙橋会長） よろしいですか。 

 ７番 
（浅野厚司委員）

　はい。

 議長（髙橋会長） 　他に質疑、意見はございますか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 　本案件について、表決いたします。 
お諮りいたします。ただ今の案件について、変更申請のとおり許可相

当の意見を付することが妥当と認められる委員は、挙手願います。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が、全員と認めます。 

よって、本案件については、変更申請のとおり許可相当の意見を付

することに決しました。 

 議長（髙橋会長） 次に、日程第８　議第４１号「農地法第５条第 1 項の規定による許

可申請に対する意見決定について」を上程いたします。 
提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 

 山内事務局長補佐 ただ今上程されました、議第４１号「農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請に対する意見決定について」の提案理由を申し上げま

す。 
本案は、農地法第５条第１項の規定により、本委員会に対し所有権

移転１件の許可申請がありましたので、提案するものであります。 
関係法令、通達及び農地転用許可基準に基づいてご審議のうえ、意

見を決定くださるようお願い申し上げます。 
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 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐から提案理由の説明がありましたが、農地係

長の補足説明を求めます。 

 嶋貫農地係長 　ただ今、提案されました、議第４１号について、ご説明申し上げま

す。議案書は５ページになります。 
　１番につきましては、▲▲の■■■■さんが、▲▲の■■■■さん

から、▲▲字▲▲　外１筆　畑　　合計４９３㎡を所有権移転し、雪

捨場として利用するため、申請があったものです。 
当該地は、農地区分第３種農地であり、転用目的も問題なく、許可要

件を満たすと考えます。 
　以上です。 

 議長（髙橋会長） ここで、議第４１号１番の現地調査について、 
３番 山岸誠 委員より、報告をお願いします。 

 ３番 
（山岸誠委員）

　１１月１７日に私と髙橋隆委員、安部事務局長、嶋貫農地係長の４

名で５条１件の現地調査を行いました。この案件について申請通りで

あったことをご報告申し上げます。 

 議長（髙橋会長） これより本案件について、審議に入ります。 
本案件について、質疑、意見を求めます。 
質疑、意見はございませんか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 
お諮りいたします。ただ今の案件について、申請のとおり許可相当

の意見を付することが妥当と認められる委員は、挙手願います。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 
よって、本案については、申請のとおり許可相当の意見を付するこ

とに決しました。 

 議長（髙橋会長） 次に、日程第９　議第４２号「南陽市農用地利用集積計画の策定に

係る決定について」を上程いたします。 
　提案理由の説明を事務局長補佐にいたさせます。 
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 山内事務局長補佐 ただ今上程されました、議第４２号「南陽市農用地利用集積計画の

策定に係る決定について」の提案理由を申し上げます。 
　本案は、令和４年１１月１４日付け農第６３９号をもって、南陽市

長から本委員会に対し、「農業経営基盤強化促進法」第１８条に基づ

いて、所有権移転４件に関する農用地利用集積計画を策定するため、

当該計画について同条第１項の規定により、本委員会において決定す

るよう求められましたので、ご提案するものであります。ご審議のう

え決定くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

 議長（髙橋会長） ただ今、事務局長補佐より説明がありましたが、農地係長の補足説

明を求めます。 

 嶋貫農地係長 ただ今提案されました、議第４２号につきまして、ご説明を申し上

げます。 
議案書は６ﾍﾟｰｼﾞからで、９ﾍﾟｰｼﾞにつきましては、総括表となって

おります。　 
所有権移転が４件で計画面積が田２０，５５５㎡、樹園地１０，９

７９㎡の合計３１，５３４㎡となっております。
 １０ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

所有権移転の申請４件につきまして、ご説明を申し上げます。 
１番は▲▲の■■■■さんから、▲▲の■■■■さんに、▲▲字▲

▲の田３，３４６㎡外２筆の田６，４０２㎡を所有権移転するもので、

移転の時期は公告の日、支払方法は、口座振替となっております。 
２番は▲▲の■■■■さんから、▲▲の■■■■さんに、▲▲字▲

▲４２４６番の田１，９６９㎡外２筆の合計１１，１９９㎡を所有権

移転するもので、移転の時期は公告の日、支払方法は、口座振替とな

っております。 
３番は▲▲の■■■■さんから、▲▲の■■■■さんに、▲▲字▲

▲の現況樹園地６５４㎡外１４筆の合計１０，９７９㎡を所有権移転

するもので、移転の時期は公告の日、支払方法は、口座振替となって

おります。 
４番は▲▲の■■■■さんから、▲▲の■■■■さんに、▲▲字▲

▲，９５４㎡の田１筆を所有権移転するもので、移転の時期は公告の

日、支払方法は、口座振替となっております。 
以上です。 

 議長（髙橋会長） お諮りいたします。 
この案件については、「農業委員会等に関する法律」第３１条の規

定に基づく議事参与の制限に該当する委員が１名おりますので、分割

して審議したいと思います。 
これに、ご異議ございませんか。 

 ………異議なしの声………

 議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。よって本案件は、分割して審議することに決

しました。
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 議長（髙橋会長） それでは、始めに、２番及び３番の２件の案件について、審議いた

します。 
　ここで、１１番 鈴木正徳委員の退席を求めます。

 
………鈴木正徳委員退席………

 議長（髙橋会長） これより、本案件について審議に入りますが、一括して審議するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 ………異議なしの声………

 議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 
　それでは、一括して審議いたします。 
　本案件について、質疑、意見を求めます。 
質疑、意見はございませんか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 

 議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 
お諮りいたします。ただ今の２番及び３番の２件の案件について、

計画のとおり決定することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいた

します。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 
　よって、本案件については、計画のとおり決定すべきものと決しま

した。 

 議長（髙橋会長） ここで、１１番 鈴木正徳委員の復席を求めます。 

 ………鈴木正徳委員復席………

 議長（髙橋会長） 次に、１番及び４番の２件の案件について、審議いたします。 
これより、本案件について審議に入りますが、一括して審議するこ

とに、ご異議ございませんか。 

 ………異議なし………

 議長（髙橋会長） 異議なしと認めます。 
　それでは、一括して審議いたします。 
　本案件について、質疑、意見を求めます。 
質疑、意見はございませんか。 

 ………なしの声………

 議長（髙橋会長） 「なし」の声がありますので、質疑、意見を終結いたします。 
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 議長（髙橋会長） 本案件について、表決いたします。 
　お諮りいたします。ただ今の１番及び４番の２件の案件について、

計画のとおり決定することが妥当と認める委員は、挙手をお願いいた

します。 

 ………全員挙手………

 議長（髙橋会長） 妥当と認める委員が全員と認めます。 
　よって、本案件については、計画のとおり決定すべきものと決しま

した。 

 議長（髙橋会長） 　以上をもちまして、本日提案されました議題は、すべて終了いたし

ました。 

よって、令和４年１１月１８日付け南農委告示第１３号をもって招集

いたしました南陽市農業委員会 委員総会を閉会いたします。 

 

（閉会：ときに午後 1時 56 分） 


